
教政第４０号  

令和２年（２０２０年）４月１３日  

 

 各市町村教育長 様 

 （熊本市教育委員会を除く） 

 

熊本県教育長 古閑 陽一    

 

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業（休校）の実施等に 

ついて（通知） 

 

 令和２年４月６日付け教政第６号において、熊本市域の県立学校の４月１９

日（日）までの臨時休業については通知したところです。 

しかしながら、本県を取り巻く感染の状況は刻一刻と深刻さを増しており、県

立学校においても、いつ感染が広まるか大変危惧される状況にあることから、全

ての県立学校について、下記のとおり決定し、本日付けで別添写しのとおり通知

しました。 

 つきましては、このことについて、貴管下各公立幼稚園、小・中・義務教育

学校（八代市教育委員会は八代支援学校を含む。）に周知いただくとともに、

貴管下の学校等の臨時休業に当たっては、県立学校の取組み等を踏まえ、市町

村の関係部局や関係機関と連携のうえ、適切に対応いただきますようお願いし

ます。 

 なお、臨時休業に当たっての学習指導等の留意事項については、おってお知

らせします。 

 

記 

１ 臨時休業（休校）を行う学校 

  全ての県立学校 

 

２ 臨時休業（休校）を実施（延長）する期間 

  令和２年４月１４日から５月６日まで 

 

３ 留意事項 

文部科学省の「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関す

るガイドライン（令和２年４月７日改訂版）」を踏まえるものとする。 

  



【問い合わせ先】 

 ○感染症対策健康管理及び学校給食に関すること 

  県立学校教育局体育保健課 濱本、杉原 

  ０９６－３３３－２７１２ 

○心のケアに関すること 

  県立学校教育局学校安全・安心推進課 坂本、木山 

  ０９６－３３３－２７２０ 

○差別やいじめ等への対応に関すること 

  市町村教育局人権同和教育課 柳田、冨田 

  ０９６－３３３－２７０２ 

  県立学校教育局学校安全・安心推進課 坂本、江藤 

  ０９６－３３３－２７２０ 

○学習指導及び教科書の取扱いに関すること 

  市町村教育局義務教育課 鈴嶋、平野 

  ０９６－３３３－２６８８ 

○部活動に関すること 

  （文化部）教育総務局文化課 伊藤、柳 

  ０９６－３３３－２７０４ 

  （運動部）県立学校教育局体育保健課 濱本、鳴瀬 

  ０９６－３３３－２７１１ 

 ○教職員の服務に関すること 

  教育総務局学校人事課 井手、池田 

  ０９６－３３３－２６９５ 

 ○就学援助等に関すること 

  市町村教育局義務教育課 松山、荒木 

  ０９６－３３３―２６８７ 

 ○多様な受入れ先の確保及び修学旅行に関すること 

市町村教育局義務教育課 塩村、松山、松永 

  ０９６－３３３－２６８９ 

 

 


































